
 

相模原市監査委員公表第１５号 

 

 地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１９９条第１２項の規定により、令和２

年２月２６日に実施した財務監査の結果に基づき措置を講じた旨、相模原市中央区

選挙管理委員会から通知があったので、当該通知に係る事項を次のとおり公表する。 

 

  令和２年３月２７日 

 

 

相模原市監査委員 彦 根   啓    

 

 

同        橋 本 愼 一    

 

 

同        須 田   毅   

 

 

同        大 崎 秀 治    
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１ 監査対象事務 

委託料の支出に関する事務 

２ 監査の日程 

  令和元年１０月４日から令和２年２月２６日まで 

３ 措置に係る通知日 

相模原市中央区選挙管理委員会から通知があった日 令和２年３月１７日 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 

委託料の支出に関する事務を調査し

たところ、第２５回参議院議員通常選挙

物品搬送委託の契約において、業者選定

に当たり市が発出した見積合せに係る

配布資料及び契約相手方から徴した請

書に相模原市暴力団排除条例(平成２３

年相模原市条例第３１号。以下「条例」

という。)に基づく事項を記載していな

い事例が見られた。 

「相模原市暴力団排除条例の施行に

係る契約事務の運用について」(平成 

２３年１２月２７日付け契約課長通知)

においては、入札及び見積合せの業者選

定に当たっては指名通知書等に条例に

基づく事項を追加するとともに、契約締

結時には必ず条例に基づく条項を盛り

込むよう、契約約款の記載例が示されて

いるところである。 

本契約において暴力団等排除に関す

る事項が記載されていなかったことは、

市、市民及び事業者が一体となって市民

生活や社会経済活動の場から暴力団を

排除し、市民の安全で安心な生活を確保

令和元年１０月４日から令和２年２

月２６日にかけて実施された財務監査

における指摘事項につきましては、次の

とおり改善措置を講じました。 

 

今回の指摘事項については、相模原市

暴力団排除条例(以下「本条例」という。)

の施行に係る契約事務における運用に

ついて、管理職を含め職員の制度理解が

不十分であったことから誤りが生じた

ものです。 

改善措置として、契約事務の際に使用

している既存のチェックシートを見直

し、見積合せ時の通知に本条例に基づく

事項を記載すること及び請書を徴する

際に使用する仕様書等に本条例に基づ

く条項を記載することをチェック項目

として追加しました。また、契約事務に

当たっては、担当職員のほか所属職員一

人ひとりが関係法令や契約事務の手引

き等を十分に確認することを改めて周

知及び徹底し、疑義が生じた場合は、制

度所管課に確認を行うなど再発防止及



2 

 

することを目的とした条例の趣旨に反

するものである。 

今後、契約事務の執行に当たっては、

担当職員及び管理監督者は条例の趣旨

及びその重要性を再認識し、契約関係書

類の記載内容を十分に精査・確認するな

ど再発防止に取り組み、適正に事務を執

行されたい。 

【中央区選挙管理委員会事務局】 

 
 

び適正な事務執行を図ってまいります。 

【中央区選挙管理委員会事務局】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


